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公布された法令のあらまし 

二級建築士及び木造建築士の免許並びに建築士事務所の登録に関する規則の一部を改正する規則（規則第４

号） 

建築士法の一部改正により、二級建築士及び木造建築士の免許の要件並びに二級建築士試験及び木造建築士

試験の受験資格が見直されること等に伴い、これらの免許の申請手続及びこれらの試験の受験手続等について

所要の整備を行うこととした。 

規         則 

二級建築士及び木造建築士の免許並びに建築士事務所の登録に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

令和２年２月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県規則第４号 

二級建築士及び木造建築士の免許並びに建築士事務所の登録に関する規則の一部を改正する規則 

二級建築士及び木造建築士の免許並びに建築士事務所の登録に関する規則（昭和39年兵庫県規則第69号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中「第４条第２項又は第３項」を「第４条第３項又は第５項」に改め、「二級・木造建築士免許申請書」

の右に「（次項において「免許申請書」という。）」を加え、同条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号

を同条第９号とし、同条第３号中「第４条第３項」を「第４条第５項」に改め、同号を同条第８号とし、同条第

２号中「写真」の右に「（無帽、正面、上半身、無背景、縦の長さ4.5センチメートル及び横の長さ3.5センチメ

ートルのもので、その裏面にその者の氏名及び撮影年月日を記入したものに限る。以下同じ。）」を加え、同号を

同条第７号とし、同条第１号の次に次の５号を加える。 

(2) 知事又は法第15条の６第１項の規定に基づき知事が指定する者（以下「指定試験機関」という。）が交付

した二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類 

(3) 法第４条第４項第１号又は第２号に該当する者にあっては、当該各号に規定する学校において、当該各号

に規定する国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書（その証明書を

得られない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類） 

(4) 知事が別に定める法第４条第４項第３号に該当する者の基準に適合する者にあっては、その基準に適合す

ることを証するに足りる書類 

(5) 法第４条第４項第３号に該当する者のうち前号に掲げる者以外の者にあっては、同項第１号又は第２号に

掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを認定するに必要な資料となるべき書類 

(6) 法第４条第４項第２号又は第４号に該当する者にあっては、様式第１号の２の実務経歴書（同条第２項第

１号に規定する建築実務の経験を記載した書類をいう。以下この号及び第13条第１項第４号において「実務

経歴書」という。）及び様式第１号の３の実務経歴証明書（実務経歴書の内容が事実と相違しないことを使

用者その他これに準ずる者が確認したことを証する書類をいう。第13条第１項第４号において「実務経歴証

明書」という。） 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 
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第２条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、第13条第１項の規定により同項第１号から第４号までに掲げる書類を知事に提出

した場合で、これらの書類に記載された内容と免許申請書に記載された内容が同一であるときは、前項第３号

から第６号までに掲げる書類を添えることを要しない。 

第10条の３の表第２条の款中「第２条」を「第２条第１項」に、「知事」を「知事に」に、「同じ。）」を「同じ。）

に」に改める。 

第10条の12第３号中「合格者一覧表」を「添付書類」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 第10条の９第３項の規定は、前項の規定による書類の交付について準用する。 

第11条第２項中「設計製図の試験」を「前項の設計製図の試験（次条第１項において「設計製図の試験」とい

う。）」に、「学科の試験」を「前項の学科の試験（次項及び同条第１項において「学科の試験」という。）」に改

め、同条第３項中「第１項に規定する」を削る。 

第11条の２第１項中「、その申請により」を削り、「の後に行われる初めの２回」を「（以下この条において「学

科合格試験」という。）に引き続いて行われる次の４回の試験のうち２回（学科合格試験に係る設計製図の試験

を受けなかった場合においては、３回）」に改め、同条第２項を削る。 

第13条第１項中「法第15条の６第１項の規定に基づき知事が指定する者（以下「指定試験機関」という。）」を

「指定試験機関」に改め、「（法第15条第１号に該当する者及び同条第３号に該当する者のうち同条第１号に該当

する者に準ずるものとして知事が認める者にあっては、第１号から第３号まで及び第５号に掲げる書類）」を削

り、同項第１号中「又は第２号」を削り、「当該各号に定める」を「同号に規定する」に改め、同項第２号中「第

15条第３号」を「第15条第２号」に、「もの」を「者」に改め、同項第３号中「前２号」を「法第15条第２号に

該当する者のうち前号」に、「法第15条第３号」を「同条第２号」に改め、「又は第２号」を削り、同項第４号中

「様式第５号の建築実務経歴書」を「法第15条第３号に該当する者にあっては、実務経歴書」に、「その経歴を

証する書類」を「実務経歴証明書」に改める。 

第15条の８第２項中「合格者一覧表」の右に「並びに第13条第２項の規定による受験の申込みにおいて提出さ

れた書類」を加える。 

様式第１号中 

「 

 合格通知の日付   年  月  日 合格通知の番号 第    号 

 外国の建築士免許  

」 

を 

「 

 合格通知の日付   年  月  日 合格通知の番号 第    号 

登録申請区分 
１ 学歴□          ２ 学歴＋実務□      

３ 実務□          ４ 建築士法第４条第５項□ 

登録申請区分が１又は

２の場合のみ記入 

学 校 名 学 部 ・ 学 科 名 入学・卒業（修了）年月

   

   

登録申請区分が２又は

３の場合のみ記入 

建築実務経験期間の合計 

年   月 

登録申請区分が４の場

合のみ記入 

免 許 の 名 称 免 許 者 名 免 許 の 年 月 日 
資格認定書の年

月日 

   年 月 日 年 月 日

」 

に改め、同様式備考２を削り、同様式備考３を同様式備考２とする。 

様式第１号の次に次の２様式を加える。 

様式第１号の２（第２条関係） 

実務経歴書 
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 私は、二級・木造建築士の免許・試験を受けたいので、建築実務の経歴を下記のとおり記載し、併せ

て第三者がこの実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する実務経歴証明書を

提出します。 

 私は、下記の事項が事実で、かつ、正確であることを誓います。 

      年  月  日           

 兵庫県知事     様 

 氏名           ○印 

（署名） 

勤務先等 

勤務先（部課名まで） 所在地（番地まで） 
在職期間の合計 

年月～年月 年月数 

  
年 月～ 

 年 月 
年 月 

在職期間 
地位職名

建築実務の内容 

（建築士法施行規則第１条の２） 年月～年月 年月数 

年 月～ 

 年 月 
年 月   

建築実務の詳細 
建築実務経験期間の合計 

年   月 

(1) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

  
年 月～ 

 年 月 
年 月 

実務経験の対象となる業務の内容 

（用途、構造、規模、担当業務等をできるだけ具体的に記入してください。） 

 

 

(2) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

  
年 月～ 

 年 月 
年 月 

実務経験の対象となる業務の内容 

（用途、構造、規模、担当業務等をできるだけ具体的に記入してください。） 

 

 

(3) 

対象物件の名称等 対象物件の所在地 
建築実務経験期間 

年月～年月 年月数 

  
年 月～ 

 年 月 
年 月 

実務経験の対象となる業務の内容 

（用途、構造、規模、担当業務等をできるだけ具体的に記入してください。） 

 

 

（備考） 
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１ 数字は、算用数字を用い、二級建築士又は木造建築士の免許又は試験の区分に応じて、該当箇所を○で

囲んでください。 

２ この実務経歴書は、勤務先（自営業を含む。）ごとに作成し、今までの建築に関する実務の経歴につい

て登録に必要な業務内容を年代順に記入してください。 

様式第１号の３（第２条関係） 

実務経歴証明書 

  年  月  日 

兵庫県知事 様 

証明者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

                     

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                     ○印 

電話番号（   ）    ―     番 

免許申請者・受験者との関係        

下記の者が申請・申込みをした二級・木造建築士の免許申請書・試験申込書に添付された実務経歴書は、

事実と相違しないことを証明します。 

記 

１ 免許申請者・受験者の氏名 

２ 建築実務経験 

(1) 建築実務経験期間の合計：   年   月 

(2) 建築実務の内容： 

（備考） 

１ 数字は算用数字を用い、二級建築士又は木造建築士の免許又は試験の区分に応じて、該当箇所を○で

囲んでください。 

２ この実務経歴証明書は、実務経歴書ごとに作成してください。 

３ 使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証明して

ください。 

様式第５号及び様式第６号を次のように改める。 

様式第５号及び様式第６号 削除 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（次項において「施行日」という。）前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験

（同項において「二級建築士試験等」という。）に合格した者に係る二級建築士又は木造建築士の免許の申請

については、この規則による改正後の二級建築士及び木造建築士の免許並びに建築士事務所の登録に関する規

則（同項において「改正後の規則」という。）第２条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 施行日前に行われた直近２回の二級建築士試験等のうちいずれかの二級建築士試験等の学科の試験（改正後

の規則第11条の２に規定する学科の試験をいう。以下同じ。）に合格した者に係る学科の試験の免除について

は、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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